
議案第２３号  

 

 

   調布市立学童クラブ条例の一部を改正する条例  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

 

  令和  ７  年  ２  月２８日  

 

 

               提出者  調布市長  長  友  貴  樹     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

 たきざか第１学童クラブ，たきざか第２学童クラブ及びやぐもだい学童ク

ラブを設置するとともに所要の改正を行うため，提案するものであります。  



 

調布市条例第    号  

 

 

   調布市立学童クラブ条例の一部を改正する条例  

 

 

 調布市立学童クラブ条例（平成１０年調布市条例第２５号）の一部を次の

ように改正する。  

 

 

 第２条の表調布市立せんがわ学童クラブの項中「９」を「２６」に改め，

同表に次のように加える。  

調布市立たきざか第１学童クラブ 調布市西つつじケ丘４丁目１２番地２３ 

調布市立たきざか第２学童クラブ 調布市西つつじケ丘４丁目１２番地２３ 

調布市立やぐもだい学童クラブ 調布市調布ケ丘２丁目１０番地３２ 

 

 

   附  則  

 この条例は，令和７年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


